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障害者自立支援法に規定する障害福祉サービスの一つであった児童デイ

サービスは、平成 24 年 4 月の児童福祉法改正に伴い、同法に基づく障害児

通所支援に位置づけられました。 

 

これを受け、国が示す障害福祉計画策定の基本指針では、指定障害児通所

支援や指定障害児相談支援の基盤整備など、障がい児支援に係る方針を各自

治体において策定することが望ましいとされています。 

 

札幌市においては、特に障害児通所支援事業所の数が全国で最も多い状況

にあり、児童や保護者の選択の幅が広い一方、今後は療育の質の更なる向上

が求められています。 

 

そこで、地域の中核的な療育支援施設として期待される児童発達支援セン

ター（旧知的障害児通園施設及び旧肢体不自由児通園施設）について、札幌

市におけるあり方を方針として定めることにより、障がい児の地域における

療育体制の確立を図ることとしたものです。 

 

平成 24年 10月 

 

児童発達支援や放課後等デイサービスなどの障害児通所支援を行う事業

所の急増に伴う療育の質の低下の懸念など、札幌市の障がい児を取り巻く

環境の変化に伴い、新たな課題が出てきていることから、検証を行い、一

部を改正しました。 

 

平成 31年１月 

  

方針策定の趣旨 
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児童発達支援センターの役割（国の考え方） 

≪児童福祉法 第 6条の 2第 2項（抜粋）≫ 

児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センター等に通わせ、日常生活

における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の便宜を

供与することをいう。 

児童発達支援センター 

◆ 障がい種別に関わらない適切な通所支援の提供 

◆ 身近な障がい児支援の拠点となる地域支援の提供 

① 地域にいる障がい児やその家族への相談支援 

② 地域の障がい児を預かる施設への援助・助言 

◆ 関係機関と連携を図ることによる地域支援体制の強化 

◆ 身近な療育の場として支援を提供 

◆ 児童発達支援センターとの支援ネットワークを活用し、必

要な療育機会を確保 
児童発達支援事業所 

10万人を目安に 

複数カ所設置 

障がい児の 

通所可能な範囲に 

１カ所以上 

専門的支援のノウハウ提供 

（支援方法の共有・支援ネットワークの構築） 
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※ 支援体制のイメージについては、次ページ参照。 

  

方針３ 児童発達支援事業所や関係機関との支援ネットワークの構築 

基本施策① 職員研修及び事例検討による支援技術の向上 

基本施策② 来所や訪問による支援技術の提供 

方針の体系 

方針１ 障がい種別に関わらない重層的な支援の拠点 

方針２ 地域から必要とされる支援体制の構築 

基本施策①  

基本施策② 関係機関との連携による重層的な支援 

基本施策① 相談支援の実施 

基本施策② 地域支援の充実 

地域 

地地域 

域支援の充実 

 

基本施策③ 家族支援の実施 
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≪現状と課題≫ 

法改正までは、札幌市内の旧知的障害児通園施設（現児童発達支援センター）の対

象児童を重度から中度の知的障がい児としていました。 

新たに位置づけられた児童発達支援センターは、旧児童デイサービス（現児童発達

支援事業所）と同一事業となり、法律上、対象児童についても、児童発達支援事業所

と同じく、障がい種別に関わりなく受け入れることとなります。 

≪考え方≫ 

児童発達支援センターの通所支援については、法の趣旨に基づき、障がい種別に関

わりなく、様々な児童を受入れることが求められます。 

特に、児童発達支援事業所での受入れが難しい児童については、児童発達支援セン

ターが率先して受入れに努めることが必要となります。 

また、こうした役割を担う児童発達支援センターは、その設置数はもとより、各セ

ンターの持つ機能面（福祉型・医療型など）にも着目して、バランス良く配置される

ことが望ましいと考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針１ 障がい種別に関わらない重層的な支援の拠点 

基本施策① 障がい種別に関わらない適切なサービスを実施する通所支援 

基本施策② 関係機関との連携による重層的な支援 

児童発達支援センターでは、児童発達支援事業所で受入れが難しい児童を

率先して受入れることが求められます。 

・重度から中度の知的障がい児（福祉型の例） 

・肢体不自由児（医療型の例） 

・重症心身障がい児（福祉型・医療型の例） 

児童発達支援事業所、保健センター、相談支援事業所、札幌市子ども発達支

援総合センター（ちくたく）、札幌市自閉症・発達障がい支援センター（お

がる）、札幌市児童相談所等との緊密な連携により、障がい特性に応じた重

層的な支援を提供することが求められます。 

基 本 施 策 

基本施策③  家族支援の実施 

障がいのある子どもを育てる家庭に対して、障がいの特性に配慮し、子ども

の「育ち」や「暮らし」を安定させることを基本に、子育て上の不安や悩み

の聞き取りや助言、子どもを支援する輪を広げるための橋渡し、家族支援プ

ログラム（相談やペアレント・トレーニング等）の実施など、丁寧な家族支

援を行うことが求められます。 
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≪現状と課題≫ 

平成 24年 4月の児童福祉法改正に併せて、地域で生活する障がい児に必要な療育や

福祉サービスが円滑に提供されるよう、個々の状況やニーズに応じた関係機関の紹介、

障害児支援利用計画の作成、地域支援等を行うこととなります。 

≪考え方≫ 

児童発達支援センターは、地域の中核的な相談機関として、障がい特性に応じた一

貫した支援を提供できるよう、本人や家族に対する相談支援を実施するとともに、地

域の子育て環境や支援体制の構築を図るための「地域支援」を行うことが求められま

す。 

また、相談支援については、当該センターの利用者のための相談支援だけでなく、

地域全体の子どもたちのために相談支援を実施することが求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本施策① 相談支援の実施 

基本施策② 地域支援の充実 

児童発達支援センターは、適切な療育が提供されるよう、関係機関と連携し

ながら、障害児通所支援利用に係る相談支援や事業所に対する相談支援を

実施することが求められます。 

・保健センターや札幌市療育事業（さっぽ・こども広場）等の関係機関と連

携し、保護者のニーズや児童の障がい特性に応じた事業所見学の促し 

・児童発達支援センターによる継続的支援が必要な児童への障害児支援利

用計画の作成 

・地域の事業所からの求めに応じた相談支援の実施 

障がいのある子どもの地域社会への参加・包容（インクルージョン）を推進

するため、保育所等訪問支援事業や障がい児等療育支援事業の実施、障がい

児地域支援マネージャーとしての活動、自立支援協議会等への参加など、保

育所等の子育て支援機関等の関係機関との連携を深め、地域の子育て環境

や支援体制の構築を図るための「地域支援」を行うことが求められます。 

基 本 施 策 

方針２ 地域から必要とされる支援体制の構築 
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≪現状と課題≫ 

札幌市内の障害児通所支援事業所数は全国的に見ても多く、児童や保護者の選択の

幅が広い一方、今後は療育の質の更なる向上が求められます。 

児童発達支援センターは、事業所に対する「専門的支援のノウハウ提供」に取り組

み、センターを中心とした支援体制を構築することが望まれます。 

 

≪考え方≫ 

児童発達支援センターにおいては、関係機関との支援ネットワークの構築により、

支援技術向上に向けた研修体制を充実させ、事業所間の更なる連携強化を図るなど、

療育の質の向上に向けた取組が必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方針３ 児童発達支援事業所や関係機関との支援ネットワークの構築 

基本施策① 職員研修及び事例検討による支援技術の向上 

基本施策② 来所や訪問による支援技術の提供 

児童発達支援センターは、支援ネットワークを活用し、ちくたく等の専門機

関や児童発達支援事業所等と連携して職員研修等を実施し、各事業所の支

援技術の向上に取り組むことが求められます。 

・児童発達支援センターと複数の事業所による支援ネットワークの構築 

・定期的に勉強会（職員研修・事例検討）の実施 

・定期的な児童発達支援センター間の会議実施による支援ネットワークの

一層の推進 

 

児童発達支援センターは、各事業所からの求めに応じて支援方法に対する

アドバイスを行うなど、機関支援に取り組むことが望まれます。 

・新規開設事業所等の職員に対する実地研修 

・通所児童への個別支援に関するアドバイス（機関支援） 

基 本 施 策 
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方 針 策 定 の 経 過 

 

≪検討体制≫ 

市役所内部での検討のほか、障がい児に関する福祉事業の従事者、障がい者団体の

関係者、市役所職員で構成する「障害児通所支援等障がい児支援施策に係るあり方検

討会議」を設置し、方針策定に向けた検討を行いました。 

≪意見交換会≫ 

障がい児施策に深く関わる障がい者団体の関係者、障害児通所支援等障がい児支援

施策に係るあり方検討会議委員及び市役所職員の 3 者で意見交換会を開催し、いただ

いたご意見等を本方針策定の参考としました。 

【参加団体】（50音順） 

① 札幌ＡＤＨＤの会「いーよ」 

② 札幌肢体不自由児者父母の会 

③ 札幌市通園児父母連絡協議会 

④ 札幌市手をつなぐ育成会 

⑤ 札幌地区重症心身障害児(者)を守る会 

⑥ 札幌ポプラ会 

⑦ 北海道学習障害児・者親の会クローバー 

⑧ 北海道高機能広汎性発達障害児者親の会（ドンマイの会） 

⑨ 北海道小鳩会 

≪検討経過≫ 

平成 24年 4月 ・検討の開始 

     6月 ・障害児通所支援等障がい児支援施策に係るあり方検討会議（第 1回） 

→ 課題の整理 

     7月 ・障害児通所支援等障がい児支援施策に係るあり方検討会議（第 2回） 

→ 方針の検討 

     8月 ・障害児通所支援等障がい児支援施策に係るあり方検討会議（第 3回） 

→ 方針の検討 

     9月 ・障がい者団体との意見交換会 

・障害児通所支援等障がい児支援施策に係るあり方検討会議（第 4回） 

→ 方針の取りまとめ 

・方針の決定 

※ 随時、市役所関係部局における会議を実施  

参 考１－１ 
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障害児通所支援等障がい児支援施策に係るあり方検討会議 委員名簿 

 

（平成 24年 9月時点） 

 氏  名 所属団体等 

1 ○ 大久保 薫 相談室ぽぽ（障害児相談支援事業所） 

2   加藤 潔 
札幌市自閉症・発達障害支援センター 

（発達障害者支援センター） 

3   加藤 法子 
きらめきの里（福祉型児童発達支援センター） 

こもれび園（医療型児童発達支援センター） 

4   菊池 洋子 社団法人札幌市手をつなぐ育成会 

5   北川 聡子 むぎのこ（福祉型児童発達支援センター） 

6   佐京 正義 札幌肢体不自由児者父母の会 

7 ◎ 古川 孝士 
札幌地区児童デイサービス事業所連絡協議会 

児童デイサービスのび・のび（児童発達支援事業所） 

8   佐藤 達也 
札幌市子ども未来局児童福祉総合センター 

児童療育課長 

9   高橋 みゆき 
札幌市保健福祉局障がい保健福祉部 

自立支援担当課長 

◎は議長、○は議長代理をそれぞれ表す。 

 

 

 

 

 

  

参 考１－２ 
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方 針 改 正 の 経 過 

 

≪検討体制≫ 

札幌市障がい者施策推進審議会に諮問し、その後、審議会に臨時委員を置き、別に

設置する障がい児支援体制検討部会で議論を重ねて、平成 30 年３月 26 日に答申をい

ただき、それを基に改正を行いました。 

 

≪答申の内容（関係部分抜粋）≫ 

  札幌市は、平成 24 年 10 月に基本方針を策定し、それに基づき、児童発達支援セン

ターと障害児通所支援事業所による支援ネットワークを構築し、職員研修等を行って

きた。 

これは先進的な取組であり、市内外から評価を受けているものの、他の部分につい

ては、課題が残されており、まだやるべきことは多数ある。 

よって、基本方針（主に方針体系）を見直し、地域における中核的支援施設として、

機能の一層の充実を目指すべきである。 

主な変更点は、次のとおり。 

ア 「家族支援の実施」について、追記が必要 

イ 「相談支援の拠点」について、実態を踏まえた見直しが必要 

ウ 「地域支援の充実」について、追記が必要 

エ 児童発達支援センターを中心とした支援体制（社会資源）を図示することで、役

割の明確化が必要 

また、職員研修等についても、平成 25年度に開始して以来、児童発達支援センター

の役割や責任が少しずつ変化している中で、検証や見直しを行うなどして、これらの

変化に応じた実施体制の構築を目指すべきである。 

 

≪検討経過≫ 

平成 29年３月 札幌市長から札幌市障がい者施策推進審議会に諮問 

     ７月 第１回会議を開催 

     ８月 第２回会議を開催 

     ９月 第３回会議を開催 

     11月 第４回会議を開催 

         12月 第５回会議を開催 

平成 30年３月 答申 

 

  

参 考２－１ 
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札幌市障がい者施策推進審議会 

障がい児支援体制検討部会 委員名簿 

 

（平成 30年 3月時点） 

 氏  名 所属団体等 

1  上田 マリ子 日本発達障害ネットワーク北海道 会長 

2   加藤 法子 社会福祉法人楡の会 総合施設長 

3   菊池 洋子 社団法人札幌市手をつなぐ育成会 副会長 

4 ○  北川 聡子 
社会福祉法人麦の子会 総合施設長 

（札幌市自立支援協議会 子ども部会長） 

5   才野 均 
北海道立子ども総合医療・療育センター 

総合発達支援センター長 

6 ◎  藤原 里佐 北星学園大学短期大学部 教授 

7  古川 孝士 札幌地区児童発達支援連絡協議会 

8   山田 幸広 
社会福祉法人北翔会 相談室あゆみ 

（札幌市自立支援協議会 相談支援部会） 

9   渡辺 あや子 札幌肢体不自由児者父母の会 会長 

◎は部会長、○は副部会長をそれぞれ表す。 

 

参 考２－２


